雇用保険の俗称・失業保険（基本手当等）の待期期間について

基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後、最初に公共職業安定所に求職申込みをした日以後において、失業している日が通算して７日に満たない間は、支給されない。

この待期期間の対象としている失業している日は、疾病又は負傷のため職業に就くことが出来ない日が含まれる。

待期は、一受給期間内に１回をもって足り、受給期間内に就職して再び離職した場合で、新たに受給資格を取得しないときは、再度の待期は必要ではない。

因みに、「失業」の定義は、「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態であること」です。

「労働の意思」とは、就職しようとする積極的な意思をいいます。つまり公共職業安定所等へ求職申込をすることは勿論、積極的に求職活動を行っている場合に労働の意思があると判断されます。
「労働の能力」とは、労働（雇用労働）に従事し、その対価を得て自己の生活を資し得る精神的・肉体的及び環境上の能力をいいます。

「職業に就くことができない状態」とは、公共職業安定所が本人の求職の申込に応じて最大の努力をしても就職させることができず、また、本人の努力によっても就職できない常態にあることです。

単なる職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、新聞・インターネット等の求人情報の閲覧などのみでは、求職活動には該当しません。

